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文
化
八

年

十
月

（
一
八
一
一
年
）

未
辛

解
脱
上
人
六
百
年
御
忌
法
事
建
札
関
連
書
類
（
控
）
一
綴
り

寄
託
文
書
一
四
七
号

文
化
九
年
に
行
わ
れ
た
解
脱
上
人
六
百
年
忌
に
関
し
藤
堂
藩
加
判
奉
行
所
へ
提
出
し
た
報
告
書
、

解
説

願
書
等
の
写
し
や
原
稿
を
綴
じ
込
ん
だ
冊
子
で
あ
る
。

解
脱
上
人
の
遷
化
は
建
暦
三
年

二
月
三
日
で
六
百
年
目
は
一
八
一
三
年
と
な
る
。
当

（
一
二
一
三
年
）

初
六
百
年
忌
を
文
化
八
年

に
行
う
予
定
で
そ
の
準
備
を
進
め
、
文
化
七
年
に
は
奉
行
所

（
一
八
一
一
年
）

へ
法
要
執
行
の
願
い
出
を
お
こ
な
っ
た
。

藤
堂
藩
記
録
「
庁
事
類
編
」
の
文
化
七
年
十
一
月
十
九
日
の
条
に

「
笠
置
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌
に
付
法
要
執
行
願
出
候
事
」

、

。

と
記
録
さ
れ
て
い
る
が

文
化
八
年
一
月
に
文
殊
院
住
持
の
不
祥
事

が
起
こ
り
中
断
し
た

（

）

内
容
不
明

そ
の
た
め
年
忌
を
一
年
遅
ら
せ
る
こ
と
と
し
、
再
度
許
可
願
い
を
出
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
文
化
八
年
一

月
二
十
日
に
文
殊
院
耕
道
の
入
牢
処
分
が
行
わ
れ
事
件
の
決
着
を
み
た
の
で
、
そ
の
直
後
の
一
月
二
十
四

日
に
許
可
が
出
さ
れ
、
こ
こ
に
法
事
の
建
札
願
い
を
各
奉
行
所
へ
出
す
手
筈
と
な
っ
た
。

こ
の
建
札
に
つ
い
て
は
「
庁
事
類
編

、
文
化
八
年
十
二
月
二
十
八
日
の
条
に

」

「
笠
置
山
中
興
開
山
遠
忌

付
京
大
坂

建
札
願
等
之
儀
申
越
候
事

ニ

江

右
京
都

建
札
願
方
の
義
委
細
古
市
よ
り
申
越
候
事
」

ニ
而

と
あ
る
。

六
百
年
忌
に
関
し
て
は
、
出
だ
し
に
文
殊
院
住
持
不
祥
事
に
よ
り
一
年
延
期
の
決
定
を
行
い
、
そ
の
後

建
札
願
い
を
め
ぐ
る
役
所
と
の
軋
轢
、
そ
れ
に
起
因
す
る
福
寿
院
住
持
の
謹
慎
、
事
後
報
告
を
怠
っ
た
こ
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と
に
よ
る
譴
責
、
謹
慎
な
ど
多
難
続
き
で
あ
っ
た
。

建
札
場
所
が
上
野
、
京
都
、
奈
良
、
大
坂
と
多
方
面
に
わ
た
っ
た
た
め
関
係
す
る
奉
行
所
も
多
く
、
文

殊
院
の
住
持
は
入
牢
、
追
放
処
分
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
福
寿
院
と
多
聞
院
の
住
持
二
人
で
折
衝
に
あ

た
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
福
寿
院
住
持
も
謹
慎
し
、
当
事
者
は
多
聞
院
一
人
と
な
っ
て
い
た
。
補
助
者
と

し
て
末
寺
の
住
持
た
ち
も
応
援
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
徒
歩
で
京
、
大
坂
、
奈
良
、
伊
賀
上
野
な
ど
を
廻

っ
て
慣
れ
な
い
奉
行
所
と
神
経
を
使
う
交
渉
を
す
る
の
は
大
変
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
ぎ
に
各
奉
行
所
と
の
折
衝
概
容
を
資
料
に
よ
り
時
系
列
的
に
纏
め
た
。

文
化
七
・
一
一
・
二
五

加
判
奉
行
所
へ
六
百
年
忌
の
文
化
八
年
三
月
執
行
を
願
い
出
（
そ
の
一
）

文
化
八
・
一
・
一
九

文
殊
院
耕
道
不
祥
事
の
た
め
、
六
百
年
忌
を
文
化
九
年
三
月
ま
で
延
期
願
い
（
そ
の
一
）

文
化
八
・
一
・
二
○

文
殊
院
耕
道
不
祥
事
吟
味
の
た
め
入
牢
（
庁
事
類
編

文
化
八
年
一
月
二
十
日
の
条
）

文
化
八
・
一
・
二
四

六
百
年
忌
の
文
化
九
年
三
月
ま
で
の
延
期
が
許
可
さ
る
（
そ
の
一
）

文
化
八
・
一
○
・
二

加
判
奉
行
所
へ
法
要
執
行
、
境
内
で
の
辻
内
、
小
見
せ
物
、
建
札
の
許
可
願
い
（
そ
の
一
）

文
化
八
・
一
○
・
二
一

法
要
執
行
許
可
に
よ
り
建
札
場
所
の
各
奉
行
所
へ
添
翰
依
頼
、
建
札
内
容
報
告
（
そ
の
二
）

文
化
八
・
一
○
・
二
一

法
要
執
行
許
可
さ
れ
各
奉
行
所
へ
の
建
札
添
翰
依
頼
。
奈
良
奉
行
所
へ
建
札
願
い
（
そ
の
三
）

文
化
八
・
一
○

加
判
奉
行
所
へ
奈
良
奉
行
所
か
ら
許
可
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
報
告
（
そ
の
四
）

文
化
八
・
一
○
・
二
六

伊
賀
上
野
奉
行
所
へ
建
札
願
い
提
出
。
即
刻
許
可
と
な
り
天
神
宮
へ
建
札
（
そ
の
五
）

文
化
八
・
一
○
・
二
七

伊
賀
上
野
奉
行
所
よ
り
添
翰
受
領
、
そ
の
夜
帰
山
（
そ
の
五
）

文
化
八
・
一
○
・
二
八

伏
見
奉
行
所
へ
建
札
願
い
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
○
・
二
九

堀
川
役
所
を
訪
問
し
た
所
、
京
都
奉
行
所
へ
行
く
よ
う
と
の
指
示
。
筆
工
よ
り
法
養
執
行
の
許
可
が

必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
急
飛
脚
で
享
和
四
年
の
毘
沙
門
堂
再
建
の
願
い
書
を
取
り
寄
せ
（
そ

の
六
）

文
化
八
・
十
一
・
一

京
都
奉
行
所
へ
先
例
書
持
参
。
奉
行
所
預
か
り
の
手
続
き
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
二

早
朝
、
京
都
奉
行
所
か
ら
呼
び
出
し
。
事
情
説
明
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
三

午
前
に
京
都
奉
行
所
へ
。
奉
行
面
談
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
四

京
都
奉
行
所
へ
。
再
度
建
札
願
い
提
出
（
そ
の
六
）
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文
化
八
・
一
一
・
五

午
前
に
京
都
奉
行
所
公
事
方
役
人
へ
説
明
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
六

朝
、
建
札
持
参
で
京
都
奉
行
所
へ
。
許
可
後
建
札
。
午
後
大
坂
奉
行
所
へ
の
添
翰
受
領
。
指
示
に
よ

り
願
書
を
西
役
所
へ
も
提
出
。
そ
の
夜
許
可
の
旨
堀
川
役
所
へ
説
明
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
七

大
坂
へ
下
る
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
八

大
坂
奉
行
所
へ
。
付
添
人
同
道
で
く
る
旨
の
指
示
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
九

付
添
人
同
道
で
大
坂
奉
行
所
へ
願
い
書
提
出
。
許
可
さ
れ
て
日
本
橋
詰
に
建
札
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
一
三

京
都
奉
行
所
へ
大
坂
へ
の
建
札
無
事
終
了
の
旨
、
経
過
報
告
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
一
五

伏
見
奉
行
所
へ
建
札
願
い
。
許
可
さ
れ
る
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
一
六

伏
見
京
橋
へ
建
札
（
そ
の
六
）

文
化
八
・
一
一
・
一
九

十
月
二
十
九
日
か
ら
十
一
月
十
六
日
ま
で
の
経
緯
を
古
市
奉
行
所
へ
報
告
（
そ
の
六
）

文
化
九
・
一
・
二
五

京
都
奉
行
所
へ
の
対
応
不
行
届
の
旨
に
て
加
判
奉
行
所
よ
り
お
呵
り
を
受
け
る
（
そ
の
七
）

文
化
九
・
二
・
四

多
聞
院
が
加
判
奉
行
所
へ
福
寿
院
赦
免
願
い
（
そ
の
七
）

文
化
九
・
三
・
二
一

六
百
年
忌
を
文
化
九
，
三
，
二
一
～
四
，
一
六
ま
で
執
行
（
そ
の
八
）

文
化
九
・
四
・
一
五

奈
良
奉
行
所
、
興
福
寺
へ
建
札
引
取
願
い
、
許
可
さ
れ
て
即
日
引
取
（
そ
の
八
）

、

。

（

）

文
化
九
・
四
・
二
〇

京
都
奉
行
所
へ
法
要
終
了
報
告

建
札
引
取
願
い

福
寿
院
不
始
末
の
赦
免
願
い
を
提
出

そ
の
九

文
化
九
・
四
・
二
二

大
坂
奉
行
所
へ
法
要
終
了
報
告
、
建
札
引
取
願
い
（
そ
の
九
）

文
化
九
・
四
・
二
四

京
都
奉
行
所
へ
。
報
告
延
引
に
つ
き
お
呵
り
を
受
け
る
（
そ
の
九
）

以
下
寄
託
文
書
に
基
づ
き
、
個
別
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

虫
食
い
あ
り

一
連
書
類
綴
り
の
表
紙

解
脱
上
人
六
百
年
御
忌

付
ニ

伊
州
表
古
市
表

大
□
□
□

并
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京
大
坂
建
札
等
諸
□
□
□
□

未
十
月
□
□
□
□
□
□
□
□
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（
そ
の
一
）

も
と
も
と
文
化
八
年

に
執
行
す
る
べ
く
前
年
に
藩
の
許
可
を
と
っ
て
い
た
が
、

解
説

（
一
八
一
一
年
）

（
一
八
一
二
年
）

一
八
一
一
年
春
に
文
殊
院
住
持
に
不
都
合
が
あ
り
、
そ
の
た
め
日
延
べ
し
て
文
化
九
年

三
月
に
執
行
す
る
よ
う
許
可
を
と
り
な
お
し
た
。

本
件
は
解
脱
上
人
六
百
年
忌
を
文
化
九
年
（
一
八
一
二
年
）
三
月
に
執
行
す
べ
く
再
度
確
認
の
意
味
で

許
可
を
と
り
建
札
の
願
い
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

建
札
の
場
所
は
地
元
笠
置
と
奈
良
、
伊
賀
上
野
、
京
都
、
大
阪
に
及
ぶ
。
衰
亡
に
向
か
っ
て
い
た
と
は

い
え
、
ま
だ
ま
だ
笠
置
寺
は
三
都
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
参
拝
客
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

原
文奉

願
上
口
上
書

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
御
忌
法
事
来
申
年

征
当
之
所
、
当
未

三

（
一
八
一
二
年
）

（
一
八
一
一
年
）

月

取
越
法
事
執
行
仕
度
旨
、
去
午

十
一
月
廿
五
日

奉
願
上
候
処
、
御
聞
済
被
成
下

（
一
八
一
〇
年
）

ニ

ノ

ニ

難
有
奉
存
□

候
処
、
当
春
文
殊
院
不
埒

付
、
御
□
□

留
被
成
下
候
段
、
一
山

（
一
字
虫
食
い
）

（
二
字
欠
）

ニ

一
統
恐
入
奉
存

、

来

こ
れ
に
つ
き
藤
堂
藩
記
録
、
庁
事
類
編
文
化
八
年
（
一
八
一
一
年
）
正
月
二
十
日
の
条
に
「
笠
置
山
文
殊
院
耕

道
吟
味
筋
付
ニ
付
古
市
ニ
而
揚
り
屋
入
申
付
候
事
、
右
耕
道
追
院
之
義
伺
出
候
は
未
六
月
十
四
日
也
」
と
あ
る

(
)

、

、

、

、

、

申
三
月
迄
日
延
願

当
正
月
十
九
日

指
上
候
処

同
廿
四
日

御
聞
届
被
成
下

難
有
奉
存
候

右

付

ニ

ニ

ニ

所
々
取
置
候
建
札
、
引
取
置
申
候
、
然

所
、
前
段
申
上
候
通
、
上
人
六
百
年
忌
征
当

御
座
候
間
、
来

ル

ニ

申
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
本
堂

お
ゐ
て
法
要
修
行
仕
度
奉
存
候
、
右
之
段
、
御
聞
済
被
成
下
候

ヨ
リ

ニ

（
大
道
で
見
世
物
興
行
を

様
奉
願
上
候
、
右
法
事

付
、
参
詣
為
致
度
奉
存
候
間
、
為
賑
之
、
於
境
内
辻
打

ニ
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小
見
世
物
等
為
致
度
奉
存
候
間
、
此
段
御
許

す
る
際
に
人
寄
せ
の
た
め
に
打
つ
太
鼓
・
囃
子
・
・
江
戸
語
辞
典
）

容
被
成
下
候
ハ

難
有
奉
存
候
、
右

付
建
札
仕
候
場
所

ヽ

ニ

南
都
猿
沢
池
之
辺

奈
良
町
札
場
之
辺

伊
賀
上
野
御
城
下

京
都

五
条
橋
詰

者

大
坂

日
本
橋
詰

者

南
笠
置
坂
口

北
笠
置

并

右
場
所

相
立
て
候
様
奉
存
候
間
、
右
之
段
奉
窺
候
、
何
卆
右
願
之
通
、
御
許
容
被
成
下
候
ハ

一
山
一

江

ヽ

統
難
有
奉
存
候
、
以
上

文
化
八

年

十
月
二
日

笠
置
寺
惣
代

（
一
八
一
一
年
）

未
辛

福
寿
院

御
加
判
御
奉
行
所
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（
そ
の
二
）

（
そ
の
一
）
に
よ
っ
て
大
筋
の
許
可
が
と
れ
た
の
で
、
加
判
奉
行
所
に
対
し
建
札
場
所
を
再
度
確

解
説

認
し
た
も
の
。
た
だ
藤
堂
藩
以
外
に
つ
い
て
は
個
別
に
許
可
を
と
る
必
要
が
あ
る
た
め
藤
堂
藩
加
判
奉
行

に
添
翰
を
依
頼
し
、
個
別
に
折
衝
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
建
札
内
容
に
つ
い
て
も
報
告
し
た
。

原
文

（
薄
く
書
か
れ
て
い
る
）

建
札
願

地
頭
へ

奉
願
口
上
書

来
申
三
月
廿
一
日

四
月
十
二
日
ま
て
解
脱
上
人
六
百
年
之
御
忌
相
勤
度
旨
、
先
達

奉
願
上
候
処
、

ヨ
リ

而

早
速
御
許
容
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
右

付
、
建
札
仕
度
場
所
、
南
笠
置
坂
口
、
北
笠
置
、
南
都
猿
沢
池

ニ

之
辺

興
福
寺
六
方

相
届
申
度
候
、
伊
賀
上
野
御
城
下
、
京
都

五
条
橋
詰
、
大
坂

日
本
橋
詰
、
右
之

者

ヘ

ハ

者

通
夫
々
相
届
申
度
奉
存
候
、
伊
州
、
京
、
大
坂
、
右
三

所
之
義

御
添
翰
奉
願
上
候
、
右
之
段
、
御
聞

ケ

ハ

済
被
成
下
取
、
今
日
南
都
表
弐

所
相
届
申
度
奉
存
候
、
右
建
札
文
言
、
左
之
通
御
座
候
、

ケ

当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年

御
忌
法
事
執
行

従
来
申
三
月
廿
一
日

四
月
十
二
日
迠

ヨ
リ

法
要

修
行
者
也

令

文
化
八

年

十
月

城
州
鹿
鷺
山

（
一
八
一
一
年
）

未

- 8 -

笠
置
寺
役
者

右
之
通

御
座
候
、
何
卆
右
願
之
通
、
御
聞
済
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

ニ

文
化
八

年

十
月
二
十
一
日

惣
代

福
寿
院

（
一
八
一
一
年
）

未

御
加
判
御
奉
行
所



- 9 -

（
そ
の
三
）

奈
良
坂
町
、
興
福
寺
猿
沢
池
の
辺
へ
の
建
札
に
つ
き
奈
良
奉
行
所
へ
願
い
出
。
奈
良
奉
行
所
か
ら

解
説

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
一
月
に
許
可
済

も
既
に
一
年
前
に
許
可
を
受
け
て
建
札
し
て
い
た
が
、
一
旦
引
取
り

、
再
び
建
札
願
い
を
提
出
し
た
。
猿
沢
池
辺
は
興
福
寺
支
配
地
の
た
め
興
福
寺
に
願
い
書
を
届
け
る

み
）

と
し
て
い
る
。

原
文

御
当
所
の
願
書

奉
願
上
口
上
書

一
当
山
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
御
忌
法
事
之
義
、
来
申
三
月
相
勤
可
申
候
処
、
当
未
三
月

申
度
奉
存
、

ニ

、

、

、

御
当
所
奈
良
坂
町

興
福
寺
猿
沢
池

辺

建
札
相
立
申
度
段

去
午

十
一
月
廿
五
日

御
願
申
上
候
所

并

ノ

ノ

ニ

御
聞
済
被
成
下
候
間
、
則
右
弐

所
建
札
立
置
候
、
然

処
、
当
春

至

当
山

差
支
之
義
御
座
候

付
、

ケ

ル

ニ

リ

ニ

ニ

来
申

三
月
迄
日
延
之
義
、
地
頭
表

相
願
候
処
、
被
聞
届
候

付
、
右
弐

所

建
置
申
候
建
札
、
一
先

ノ

ヘ

ニ

ケ

ヘ

引
取
申
度
候
段
、
当
正
月
廿
五
日
御
願
申
上
候
所
、
御
聞
済
被
成
下
、
右
建
札
引
取
置
申
候
、
然

所
、

ル

、

、

、

、

前
段
申
上
候
通

来
申
年

解
脱
上
人
六
百
年
征
当

御
座
候
間

来
申

三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間

ニ

ノ

ヨ
リ

当
山
於
本
堂
、
法
要
修
行
仕
度
奉
存
候
、
右

付
、
御
当
地
奈
良
坂
町

興
福
寺
猿
沢
池
之
辺

建
札
相

ニ

并

ヘ

建
申
度
、
尤
猿
沢
池
之
辺

興
福
寺
六
方
支
配
所
之
地

付
、
同
所

相
届
候
様
可
仕
候
、
右
之
段
御
許

者

ニ

ヘ

容
被
成
下
候
ハ

、
難
有
奉
存
候
、
以
上

ヽ

未

十
月
廿
一
日

藤
堂
和
泉
守
殿
領
分

（
一
八
一
一
年
）

城
州
笠
置
寺
惣
代

- 10 -

福
寿
院

御
奉
行
所
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（
そ
の
四
）

奈
良
奉
行
所
、
興
福
寺
か
ら
建
札
願
い
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
加
判
奉
行
所
に
報
告
。
京
都
へ
は

解
説

二
十
七
日
に
、
大
坂
へ
は
京
都
奉
行
所
の
許
可
後
出
向
く
こ
と
に
な
り
、
添
翰
の
下
付
を
願
い
出
た
。
伊

賀
城
下
へ
は
二
十
六
日
か
ら
赴
き
建
札
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

原
文

右
之
通
差
上
候
処
、
聞
済
御
座
候
間
、
勝
手

建
札
致
様
被
仰
付
、
尚
又
御
添
翰
之
御
返
書
慥

受
取
、

ニ

ニ

夫
よ
り
興
福
寺
六
方
沙
汰
所
、
中
蔵
院

罷
越
、
左
之
通
、
御
上
書
差
出
し
申
候
以
上
、

江

口
上
書

一
当
山
解
脱
上
人
明
申
年
、
六
百
年
御
忌

付
、
来
申
三
月
廿
一
日

四
月
十
二
日
迄
、
当
山
於
本
堂
法

ニ

ヨ
リ

要
修
行
相
勤
度
奉
存
候
、
右

付
、
御
当
地
猿
沢
池
之
辺
，
為
知
札
建
札
仕
度
様
奉
存
候

付
、
此
段
口

ニ

ニ

上
書
を
以
、
御
届
出
可
申
候
、
何
卆
右
之
段
、
御
承
知
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

文
化
八

年

十
月

笠
置
山

（
一
八
一
一
年
）

未

福
寿
院

印

興
福
寺
六
方
御
沙
汰

中
蔵
院
御
役
人
中

右
之
通
差
出
候
処
、
被
承
知
候
間
、
勝
手

建
札
致
様
被
申
聞
候
、
只
今
罷
帰

候
間
、
此
段
御
届
奉
申

ニ

リ

上
候
以
上
、

- 12 -

一
伊
州
表
へ
も
当
廿
六
日

罷
越
、
建
札
仕
度
奉
存
候
、
京
都
之
義

当
廿
七
日

罷
越
、
京
相
済
次

ヨ
リ

者

ヨ
リ

第
、
直
様
、
大
坂

罷
越
度
奉
存
候
間
、
何
卆
夫
々
御
添
翰
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

ヘ

未

十
月

笠
置
寺

福
寿
院

印

（
一
八
一
一
年
）

御
加
判
御
奉
行
所
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（
そ
の
五
）

同
じ
藤
堂
藩
で
あ
る
が
、
笠
置
寺
を
直
接
所
管
す
る
の
は
奈
良
の
古
市
役
所

で

解
説

（
藩
の
出
先
機
関
）

あ
る
た
め
、
城
下
に
建
札
す
る
こ
と
を
上
野
の
奉
行
所
に
願
い
出
、
そ
の
こ
と
を
加
判
奉
行
所
に
報
告
し

た
。
こ
こ
ま
で
事
は
支
障
な
く
進
ん
で
い
た
。

原
文

伊
州
建
札
願
古
市

帰

返
事

ヘ

リ

御
届
申
上
候
口
上
書

一
当
月
廿
六
日
伊
州

罷
越
、
御
奉
行
所

建
札
之
願
書
、
御
添
翰
指
上
申
候
処
、
早
速
御
聞
届
被
成
下

江

江

難
有
、
則
町
役
人

相
届
、
直
様
、
天
神
宮

建
置
申
候
、
然

処
、
〃
廿
七
日

午
刻
御
奉
行
所

御

江

ニ

ル

ニ

ヨ
リ

返
翰
被
下
、
慥

受
取
其
夜
帰
山
仕
候
間
、
今
日
御
返
翰
奉
差
上
候
、
尤
上
野
御
奉
行

差
上
申
候
願
書

ニ

江

左
之
通
御
座
候
、

奉
願
口
上
書

一
当
山
中
興
解
脱
上
人
御
忌
法
事
之
儀
、
来
申
年
征
当
之
所
、
取
越
未
三
月

相
勤
申
度
奉
存
、
去

午

ニ

ル

十
一
月
廿
八
日
、
御
当
地
於
天
神
宮

建
札
致
度
段
、
御
願
申
上
候
処
、
御
聞
済
被
成
下
難
有
、
則
天
神

ニ

宮

建
札
立
置
申
候
、
然

処
、
当
春

至

、
当
山

差
支
之
義
御
座
候

付
、
来
申

三
月
迄
、
日
延
之

ニ

ル

ニ

リ

ニ

ニ

ノ

義
、
古
市
表
相
願
候
処
、
御
聞
届
被
下
候

付
、
右
之
趣
当
御
奉
行
所

相
届
候
上
、
右
之
建
札
引
取
申

ニ

江

上
候
、
前
段
申
上
候
通

、
来
申
年
、
解
脱
上
人
六
百
年
征
当

御
座
候
間
、
来
申
三
月
廿
一
日

三
七

リ

ニ

ヨ
リ

日
之
間
、
当
山
於
本
堂

法
要
修
行
仕
度
奉
存
候
、
右

付
、
御
当
地
天
神
宮

建
札
相
立
申
度
奉
存
相
願

ニ

ニ

ニ

- 14 -

候
、
右
之
段
、
御
許
容
被
成
下
様
奉
願
上
候
、
以
上
、

文
化

年

十
月
廿
六
日

笠
置
山
惣
代

（
一
八
一
一
年
）

未

多
聞
院

印

御
奉
行
所

右
之
通
り
書
附
差
上
相
済
申
候
間
、
右
之
段
、
御
届
奉
申
上
候
、
以
上

未
十
月
廿
八
日

笠
置
寺多

聞
院

印

御
加
判
御
奉
行
様
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（
そ
の
六
）

以
下
は
京
都
、
大
阪
、
伏
見
の
奉
行
所
を
ま
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
許
可
を
得
て
建
札
を
行
っ
た
経
緯

解
説

に
つ
い
て
の
加
判
奉
行
所
へ
の
報
告
で
あ
る
。

、

（

）

十
月
二
十
八
日
伏
見
に
泊
ま
り

翌
二
十
九
日
に
京
都
の
治
安
を
担
当
す
る
京
都
所
司
代

堀
川
屋
敷

に
藤
堂
藩
の
添
書
を
も
っ
て
訪
問
し
た
が
、
奉
行
所
へ
願
い
出
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
建
札
願
い
の
書
類
作

成
を
筆
工
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
筆
工
か
ら
ま
ず
六
百
年
忌
法
要
の
願
い
書
が
先
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。

笠
置
寺
と
し
て
は
法
事
願
い
は
既
に
藤
堂
藩
に
提
出
済
み
で
、
今
回
は
建
札
願
い
だ
け
を
認
め
て
欲
し

（
解
脱
上
人

い
と
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
た
が
、
筆
工
は
山
城
国
で
は
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
海
住
山
寺

も
同

が
笠
置
寺
か
ら
移
り
住
ん
だ
寺
。
お
そ
ら
く
解
脱
上
人
六
百
年
忌
に
あ
た
り
同
じ
願
い
を
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
）

様
だ
っ
た
と
言
わ
れ
、
急
飛
脚
で
享
和
四
年

に
行
わ
れ
た
多
聞
院
毘
沙
門
堂
の
入
仏
供

（
一
八
〇
四
年
）

養
の
際
の
許
可
願
い
書
を
取
り
寄
せ
、
十
一
月
一
日
に
建
札
願
書
と
享
和
四
年
の
先
例
書
と
共
に
提
出
し

た
。
本
来
な
ら
ば
一
度
帰
寺
し
て
加
判
奉
行
所
に
伺
い
を
し
て
か
ら
こ
れ
を
す
べ
き
だ
っ
た
と
事
後
的
で

は
あ
る
が
謝
っ
て
い
る
。

翌
二
日
に
奉
行
は
書
類
を
受
け
取
り
、
三
日
に
一
件
は
認
め
ら
れ
、
四
日
、
正
式
に
建
札
願
い
を
提
出

し
、
や
っ
と
六
日
に
五
条
橋
詰
に
建
札
が
終
わ
っ
た
。

休
む
暇
も
な
く
、
七
日
に
は
大
坂
へ
下
り
、
八
、
九
日
と
大
阪
奉
行
所
に
日
参
し
て
願
い
書
を
出
し
、

九
日
に
日
本
橋
詰
め
へ
建
札
が
終
わ
っ
た
。

以
上
に
て
帰
寺
、
十
三
日
に
は
加
判
奉
行
所
へ
報
告
し
、
今
度
は
十
五
日
に
伏
見
奉
行
所
を
訪
れ
京
橋

詰
め
に
建
札
す
る
こ
と
の
願
い
を
出
し
、
翌
十
六
日
に
伏
見
で
の
建
札
が
終
了
し
た
。

建
札
が
す
べ
て
終
了
し
て
十
九
日
に
伊
賀
へ
向
か
っ
て
加
判
奉
行
所
に
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
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原
文

（
注
、
加
判
奉
行
所
へ
の
説
明
文
）

京
大
坂
伏
見

古
市
表
ヘ
、
帰

届

ヨ
リ

リ

乍
恐
口
上
書

一
先
達

京
都
表
、
大
坂
表
建
札

付
、
御
添
翰
頂
戴
仕
、
先
月
廿
八
日

伏
見
泊

、
翌
廿
九
日

堀
川

而

ニ

ニ

リ

ニ

御
屋
敷

参

、
右
添
翰
差
上
候
処
、
勝
手

御
役
所

願
出
候
様
被
仰
付
候
、
夫

筆
工
勘
三
郎
方

参

ヘ

リ

ニ

ヘ

ヨ
リ

ヘ

、
解
脱
上
人
遠
忌

付
、
為
知
札
願
書
相
頼
候
処
、
勘
三
郎
申
候

ま
つ
法
事
願
相
済
候
上
、
建
札
願

リ

ニ

ニ
者

致
様
申
候
、
併
法
事
の
こ
と

候
ハ
ヽ
不
及
建
札

候
様
申
候
、
何
卆
霊
仏
霊
宝
為
拝
之
義
計
加

、
相
願

ニ

ニ

ヘ

候
ハ

御
取
上
可
有
之
申
候
、
入
仏
供
養
之
節
之
願
書
控
、
勘
三
郎
方
留
帳
調
呉
候
ハ
ヽ
入
仏
供
養
之
願

ヽ

書
指
上
、
御
聞
届
之
上
、
建
札
願
、
例

相
成
有
之
間
、
願
書
出
候
様
申
候

付
、
法
事
願

御
地
頭
様

ニ

ニ

ハ

ニ

相
済
有
之
、
建
札
願
計

罷
越
候
間
、
建
札
願
之
願
書
、
認
呉
候
様
相
願
候
所
、
其
義

御
聞
届
無
之
、

ニ

者

山
城
一
国

ま
つ
御
役
所

相
願
、
御
聞
届
之
上
な
ら
て
は
建
札
願
等
致
候
義
難
出
來
、
近
年
海
住
山
な

者

ヘ

（
享
和
四
年
、
毘
沙
門
堂
が
再
建
さ
れ
、
毘
沙
門
天
入
仏

と
も
同
様
之
事

候
旨
申
候
故
、
早
速
享
和
四
年
之
控

ニ

、
急
飛
脚
を
以
、
多

供
養
、
霊
宝
為
拝
の
願
を
お
こ
な
っ
た
際
の
願
い
書
。
寄
託
文
書
一
三
七
、
一
三
八
号
、
注
一
）

聞
院
方

取
被
遣
差
越
候
処
、
勘
三
郎
被
申
候
通

、
入
仏
供
養
之
願
書
指
出
、
建
札
願
差
上
御
座
候
ゆ

江

リ

（

非
」
か
。
是
非
な
く
）

（
加
判
奉
行

へ
、
無
是
悲

奧

入
御
覧
候
通
、
願
書
差
上
申
而
、
至
一
応
罷
帰

「

、

ニ

リ

御
伺
申
上
候
上
相
願
可
申
候
所
、
不
調
法
仕
奉
恐
入
候
、

所
へ
）

注
一
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享
和
四
年
（
一
八
〇
四
年
）
二
月

寄
託
文
書
一
三
八
号

一
当
寺
山
内
毘
沙
門
堂
之
義
ハ
楠
正
成
守
本
尊
、
毘
沙
門
天
安
置
仕
来

候
処
、
右
堂
及
破
損
候

付
、
修
復
為
助
力
来

三
月
廿
四

リ

ニ

ル

日

日
数
十
五
日
之
間
、
右
毘
沙
門
天
、
此
外
霊
仏
霊
宝
等
為
拝
并
右
日
限
中
、
結
縁
灌
頂
執
行
仕
度
奉
願
候
、
御
許
容
被
成
下
候

ヨ
リ

ハ

難
有
可
奉
願
候
以
上

ヽ

享
和
四
年
（
一
八
〇
四
年
）

二
月

藤
堂
和
泉
守
殿
領
分

子

城
州
相
楽
郡

鹿
鷺
山
笠
置
寺

年
預

多
聞
院

付
添

福
寿
院

京
奉
行
所

之
願
書

ヘ

乍
恐
口
上
書

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
来

申
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
法
事
執
行
仕
度
、
依
之

ニ

ル

ヨ
リ

、

、

、

、

右
日
限
中

楠
正
成
之
守
本
尊
毘
沙
門
天
其
外
霊
仏
霊
宝
等

為
拝
申
度

則
御
地
頭
表

も
御
届
申
上

ヘ

此
段
奉
願
上
候
、
何
卆
右
之
通
、
御
許
容
被
成
下
候
ハ

難
有
奉
存
候
、
以
上

ヽ

藤
堂
和
泉
守
殿
御
領
分

城
州
相
楽
郡
笠
置
寺
一
山
惣
代

文
化
八

年

十
一
月
二
日

福
寿
院

（
一
八
一
一
年
）

未

付
添

多
聞
院

御
奉
行
所
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先
例
書

、

、

、

一
楠
正
成
之
守
本
尊
毘
沙
門
天
其
外
霊
仏
霊
宝
為
拝
之
義

享
和
四
年

三
月
廿
四
日

日
数
十
五
日

為
拝
申
度

子

ヨ
リ

奉
願
、
御
聞
届
被
成
下
候
、
以
上

（
注
、
加
判
奉
行
へ
の
説
明
文
）

右
之
通
願
出
、
十
一
月
朔
日

方
内
部
屋

て
御
帳
付

致
置
、
同
二
日
明
六

前
之
御
呼
出
し
、
請
書
印

ニ

ニ

ニ

ツ

形
致
帰

候
、
右
刻
限

罷
出
、
正
五

時

方
内
部
屋

朔
日
御
帳
付
之
願
書
被
下
、
御
奉
行
御
前

持

リ

ニ

ツ

ニ

ヨ
リ

ヘ

参
差
上
候
処
、

御
奉
行
様
右
願
書
、
私

読
為
聞
上
候
と
被
仰
候
、
上
候
と
被
仰
候

受
取
候
と
被
仰
候
事

御
座
候
、

ヘ

者

ニ

夫

玄
関
横
手
御
節
下
之
間

差
控
候
所
、
公
事
方
御
役
人

被
仰
候

は
先
旅
宿

引
取

（
使
者
の
間
）

ヨ
リ

ニ

ヨ
リ

ニ

ヘ

様
被
仰
、
其
日

夫
切

罷
帰

候
、
其
夜
方
内
部
屋

明
三
日
四

時
、
御
呼
出
之
差
紙
参
り
、
三
日

ハ

ニ
而

リ

ヨ
リ

ツ

巳
之
刻

罷
出
候
様
申
上
趣
同
前
段
之
通
り
、
御
前

て
御
奉
行
様
、
私

右
願
書
読
為
聞
、
右
願
之
通

ヨ
リ

ニ

ヘ

聞
届
た
と
被
仰
候
、
夫

御
節
下

控
居
候
処
、
公
事
方
御
役
人
被
仰
候

建
札
願
、
建
札
之
文
書
御

ヨ
リ

ニ

ニ
ハ

調
被
成
、
当
方

罷
帰

候
、
同
四
日
建
札
願
差
上
候
文
書
は
左
之
通
、

ニ

リ

原
建
札
願

乍
恐
口
上
書

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
来

申
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
法
事
執
行
中
、
楠
正
成
之

ニ

ル

ヨ
リ

守
本
尊
、
毘
沙
門
天
其
外
霊
仏
霊
宝
等
為
拝
申
度
旨
奉
願
、
御
許
容
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
依
之
左
之
ケ
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所

建
札
仕
度
奉
存
候
、
尤
大
坂
日
本
橋
詰

建
札
之
義
、
罷

下

彼
地
御
役
所

御
願
申
上
度
奉
存
候

ヘ

ヘ

リ

リ

江

間
、
大
坂
表

御
添
翰
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
且
又
伏
見
南
都
之
儀

、
彼
地
御
役
所

御
願
申
上
度

ヘ

者

ヘ

奉
存
候

付
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
、
何
卆
右
之
趣
御
聞
届
被
成
下
候
ハ

難
有
奉
存
候
、
以
上

ニ

ヽ

城
州
相
楽
郡
笠
置
寺
一
山
惣
代

文
化
八

年

十
一
月
五
日

福
寿
院

（
一
八
一
一
年
）

未

御
奉
行
所

付
添

多
聞
院

当
山
中
興
解
脱
上
人
六
百
年

御
忌
法
事
執
行

并
楠
正
成
守
本
尊
毘
沙
門
天

霊
仏
霊
宝
等
来
申

従
三
月

ノ

廿
一
日

四
月
十
二
日
迄
令
拝
見

ヨ
リ

者
也十

一
月

城
州
相
楽
郡

未

鹿
鷺
山
笠
置
寺

役
者

建
札
之
ケ
所

一
五
条
西
橋
詰

一
北
笠
置

南
笠
置
坂
口

并

一
大
坂
日
本
橋
詰

一
伏
見
京
橋
詰

一
南
都
興
福
寺
境
内
猿
沢
池
之
辺

- 20 -

合
六

所
ケ

（
注
、
加
判
奉
行
所
へ
の
報
告
）

右
之
通
建
札
願
出
、
公
事
方
御
役
人

差
上
候
、
明
五
日

罷
出
候
様
被
仰
、
五
日
五

時
罷
出
候
処
、

江

ニ

ツ

建
札
願
相
済
、
明
六
日
昼
後

大
坂
御
役
所

の
御
添
翰
相
渡
候
様
被
仰
候
ハ

、
六
日
朝
、
松
尾
佐
兵

ニ

ヘ

ヽ

衛
御
方

建
札
持
参

て
参
候
所
、
松
尾
佐
兵
衛
御
方

中
座
、
壱
人
御
付
被
下
、
五
条
橋
詰

建
札
致

ヘ

ニ

ヨ
リ

ヘ

候
、
同
昼
後

御
役
所

罷
出
、
暮
方

大
坂

之
御
添
翰
頂
戴
仕
候
間
、
公
事
方
被
仰
候

は
右
法
事

ヨ
リ

ヘ

ニ

ヘ

ニ

願
書
、
建
札
願
書
共
相
認
、
西
役
所

差
出
候
様
被
仰
候

付
、
両
通
西
役
所

も
差
上
相
済
、
右
御
聞

ヘ

ニ

ヘ

済
之
様
子
、
堀
川
御
役
所

其
夜

御
届
候
上
、
伊
州
御
地
頭
様

之
御
添
翰
之
御
返
書
、
慥

頂
戴
仕

ヘ

ニ

ヨ
リ

ニ

候

七
日

大
坂
表

下
り
、
八
日

七
里
□
倉
兵
衛
様

当
御
奉
行
様

之
御
添
翰
差
上
候
処
、
御
取

而

ヨ
リ

ヘ

ニ

ヘ

ヨ
リ

次
被
仰
候

ハ
、
右
之
段
承
知
致
候
間
、
御
昼
後

付
添
人
遣
し
候
間
、
夫
々
同
道

テ
御
役
所

参
様

ニ

ヨ
リ

ニ

江

被
仰
、
九
日
昼
時
分

出
掛
ケ
山
田
屋
源
吉
と
申
候
人
、
付
添
人

被
遣
、
同
人
同
道

御
役
所

罷

ヨ
リ

ニ

而
ニ

ヘ

出
候

寺
社
御
役
人
方

願
書
差
出
差
上
候
文
書
、
左
之
通

而

ヘ

乍
恐
口
上
書

藤
堂
和
泉
守
殿
御
領
分

城
州
相
楽
郡

鹿
鷺
山
笠
置
寺
惣
代福

寿
院

大
坂
当
所
出
候
願
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乍
恐
口
上
書

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
来

申
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
法
事
執
行
中
、
楠
正
成

ニ

ル

ヨ
リ

之
守
本
尊
毘
沙
門
天

霊
仏
霊
宝
等
、
為
拝
申
度
旨
京
都
御
奉
行
所

奉
願
候
処
、
御
許
容
被
成
下
候
、

并

江

右

付
、
御
当
地
日
本
橋
詰

建
札
仕
度
奉
存
候
、
此
段
御
許
容
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
尤
京
都
御
奉

ニ

ヘ

行
所
様

之
御
添
翰
奉
差
上
候
、
右
願
之
通
御
聞
届
被
成
下
候
ハ

難
有
奉
存
候
、
以
上

ヨ
リ

城ヽ
州
笠
置
寺

福
寿
院

印

文
化
八

年

十
一
月
九
日

（
一
八
一
一
年
）

未

（
注
、
京
都
奉
行
所
へ
の
報
告
）

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌
法
事
中
、
毘
沙
門
天
其
外
霊
仏
霊
宝
等
為
拝

付
、
為
知
大
坂
日
本
橋

ニ

詰

建
札
仕
度
旨
願
上
御
聞
済
之
上
、
御
添
翰
被
下
置
難
有
奉
存
候
、
依
之
大
坂
御
役
所
様

右
御
添
翰

ヘ

ヘ

差
上
、
日
本
橋
詰

無
滞
建
札
仕
候
、
則
大
坂
表

之
御
添
翰
頂
戴
、
帰
京
仕
候

付
、
右
御
添
翰
奉
差

ヘ

ヨ
リ

ニ

上
候
、
以
上
、

十
一
月
十
三
日

笠
置
寺

御
奉
行
所

福
寿
院

印

（
注
、
加
判
奉
行
へ
の
報
告
）

右
之
通
京
御
役
所

帰

、
届
錫
無
滞
相
済
申
候
、
十
四
日
雨
天
、
十
五
日
伏
見

下

伏
見
御
奉
行
所

ヘ

リ

ヘ

リ

ヘ

差
上
候
願
面
、
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乍
恐
口
上
書

藤
堂
和
泉
守
殿
御
領
分

城
州
鹿
鷺
山
笠
置
寺
惣
代福

寿
院

（
注
、
伏
見
奉
行
所
へ
の
許
可
願
い
）

伏
見
御
奉
行
所
ヘ

、

、

、

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付

来

申
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間

法
事
執
行
仕
度
奉
存
候

ニ

ル

ヨ
リ

右

付
、
楠
正
成
之
守
本
尊
毘
沙
門
天
、
其
外
霊
仏
霊
宝
等
、
為
拝
申
度
段
、
京
都
御
役
所

奉
願
上
候

ニ

ヘ

所
御
聞
届
被
成
下
候
、
右
法
事

付
御
当
地
京
橋
北
詰

為
知
之
建
札
差
出
申
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
何

ニ

ニ

卆
右
願
上
之
通
御
聞
届
被
成
下
候
様
ハ

、
難
有
奉
存
候
、
以
上

ヽ

笠
置
寺福

寿
院

文
化
八

年

十
一
月
十
五
日

（
一
八
一
一
年
）

未

御
奉
行
所建

札
之
写

当
山
中
興
解
脱
上
人
六
百
年

御
忌
法
事
執
行

并
楠
正
成
守
本
尊
毘
沙
門
天
其
外

霊
仏
霊
宝
等
来
申
三
月
廿
一
日
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四
月
十
二
日
迄
令
拝
見
も
の
也

十
一
月

笠
置
寺

役
者

未

右
之
通

御
座
候

ニ

（
注
、
加
判
奉
行
所
へ
の
報
告
）

右
之
通
願
候
処
、
御
聞
届
有
之
、
同
十
六
日

伏
見
京
橋

建
札
致
置
侯
、

ニ

ヘ

京
都
表
、
大
坂
表
、
先
達

御
添
翰
被
下
置
難
有
、
無
滞
所
ゝ
相
済
、
右
御
両
所
様

之
御
返
翰
奉
差

而

ヨ
リ

上
侯
、
以
上

文
化
八

年

十
一
月
十
九
日

笠
置
寺

（
一
八
一
一
年
）

未

福
寿
院

御
加
判
御
奉
行
所
様

- 24 -

（
そ
の
七
）

寄
託
文
書
一
四
八
号

一
連
の
六
百
年
忌
の
書
類
で
あ
る
が
別
閉
じ
と
な
っ
て
い
る
。

解
説京

都
町
奉
行
所
と
の
折
衝
に
つ
い
て
、
福
寿
院
の
対
応
が
加
判
奉
行
所
に
問
題
と
さ
れ
謹
慎
処
分
に
処

せ
ら
れ
た
。
し
か
し
文
殊
院
も
住
持
追
放
の
た
め
無
住
で
、
多
聞
院
住
持
一
人
に
て
は
寺
務
が
執
り
行
わ

れ
な
い
た
め
福
寿
院
住
持
の
謹
慎
処
分
の
赦
免
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
加
除
訂
正
が
な
さ
れ
て
い
て
表

現
に
苦
労
の
跡
が
偲
ば
れ
る
草
稿
で
あ
る
。

福
寿
院
の
処
分
に
つ
い
て

「
庁
事
類
編

、
文
化
九
年

正
月
二
十
九
日
の
条
に

、

」

（
一
八
一
二
年
）

「
笠
置
寺
福
寿
院
知
仍
心
得
違
之
義

付
遠
慮
申
付
、
多
聞
院
瑑
瑞
呼
出
し
先
々
住
匡
泉
義
、
役
所
を
欺
し
候

ニ

義
相
顕
、
多
聞
院
之
世
牌
相
除
候
様
（
注
、
代
々
の
住
持
名
か
ら
除
く
こ
と
）
申
付
候
段
源
太
左
エ
門
よ
り

申
越
候
事
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
多
聞
院
の
処
分
は
、
本
件
の
建
札
と
は
関
係
な
い
。

（
注
、
括
弧
内
は
下
線
部
分
訂
正
前
の
部
分
。
走
り
書
き
で
判
読
し
が
た
い
部
分
が
あ
り
、
不
正
確
な
と
こ
ろ
が
あ

原
文

る
）

奉
願
上
口
上
書

福
寿
院
智
仍
義

当
山
解
脱
上
人
御
忌
法
事

付
、
京
都
御
奉
行
所

建
札
之
願
書

付
、
彼
是

不
埒
之
義
共
御

（
不
調
法
）

ニ

江

ニ

座
候

付
、

（
有
之
候
）
ニ

御
地
頭
様

右
願
書
御
調
中
、
福
寿
院
他
参
留
被
仰
付
奉
恐
入
候
、
然

所

去
月
廿
五
日

罷
為

（
処
）

ヨ
リ

ル

ニ

召
遣
急
度
可
被
仰
付
之
所

御
憐

仰
付
、
越
度
相
愼
候
様

（
右
不
調
法
之
義
共
）

愍
を
以
、
御
呵
之
上
遠
慮
被
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重
々
奉
恐
入
、
其
後
越
度
相
慎
罷
在
候
、
何
卆
御
憐

御
赦
免
被
成
下
様
奉
願
上
候
、
無
程

愍
を
以
、
遠
慮

（
赦
免
被
成
下
、
難
有
仕

御
忌
法
事
も
相
成
、
拙
僧
壱
人

甚
不
行
届

御
座
候
間
、
何
卆
御
赦
免
之
儀

ニ
テ
ハ

ニ

合
奉
存
猶
以
慎
居
候
、
然

処
山
内
無
人
故
、
拙
僧
甚
多
用

付
難
渋
致
居
候
、
何
卆
右
愼
之
義
も
御
赦
免
被
成
下
候
様
）

ル

ニ

奉
願
上
候
、
右
願
之
通
、
右
御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
重
々
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
、

文
化
九

年

二
月
四
日

笠
置
寺

（
一
八
一
二
年
）

申

多
聞
院

御
加
判
御
奉
行
所
様
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（
そ
の
八
）

寄
託
文
書
四
三
四
号

文
化
九
年

四
月
十
五
日

（
一
八
一
二
年
）

建
札
準
備
の
た
め
の
各
奉
行
所
と
の
折
衝
は
困
難
を
極
め
た
が
、
六
百
年
忌
は
無
事
終
わ
っ
た
よ

解
説

う
で
あ
る
。
た
だ
し
法
要
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

本
文
書
は
奈
良
と
伊
賀
上
野
の
建
札
引
き
取
り
の
一
件
を
上
野
の
奉
行
所
へ
報
告
し
た
も
の
。
一
連
書

類
と
は
別
綴
り
に
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
で
の
引
取
が
終
わ
っ
た
後
、
福
寿
院
は
上
野
へ
、
多
聞
院

は
京
都
奉
行
所
へ
出
張
し
た
。
京
、
大
坂
、
奈
良
、
上
野
と
広
範
囲
に
出
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
文

殊
院
無
住
で
人
手
不
足
の
笠
置
寺
は
子
院
ま
で
動
員
し
た
。

文
化
九
年
一
月
に
出
さ
れ
た
福
寿
院
の
謹
慎
処
分
は
四
月
に
な
っ
て
も
解
け
ず

、
福
寿

（
そ
の
九
参
照
）

院
が
伊
賀
上
野
へ
出
向
い
た
の
は
已
む
を
え
な
い
処
置
と
し
て
出
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
代
僧
が
出
向
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

概
容
を
述
べ
る
と
、
六
百
年
忌
も
終
わ
っ
た
の
で
建
札
引
取
の
た
め
上
野
の
奉
行
所
へ
伺
い
を
出
し
た

と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
の
奉
行
所
へ
願
い
出
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
福
寿
院
代
理
と

し
て
子
院
の
西
福
寺
が
ま
ず
四
月
十
五
日
に
奈
良
奉
行
所
と
興
福
寺
に
建
札
引
取
の
願
い
書
を
だ
し
て
、

即
日
撤
去
、
十
九
日
に
帰
山
し
て
そ
の
旨
福
寿
院
に
報
告
。

上
野
の
建
札
に
つ
い
て
も
す
ぐ
福
寿
院
が
願
い
出
る
べ
き
と
こ
ろ
病
気
の
た
め
、
四
月
二
十
一
日
暮
れ

時
に
上
野
に
到
着
し
て
翌
二
十
二
日
に
願
い
書
を
だ
し
て
直
ち
に
引
き
取
り
、
二
十
三
日
に
帰
山
し
た
と

あ
る
。

原
文
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（
注
、
全
体
と
し
て
加
判
奉
行
所
へ
の
報
告
）

御
届
奉
申
上
候
口
上

当
山
中
興
解
脱
上
人
御
忌
法
事
之
義
満
日
仕
候
間
、
当
月
迄
南
都
建
置
札
共
、
十
五
日
ニ

御
届
奉
申
上
口
上
之
覚

、

、

、

当
山
中
興
解
脱
上
人
御
忌
法
事
之
義
先
達
満
日
仕
候
間

処
々

建
置
候
為
知
建
札
之
向

引
取
申
度
段

江

当
御
役
所
様

奉
窺
候
処
、
所
々
夫
々
引
取
其
趣
書
上
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
当
月
十
五
日
九

時
南
都

ヘ

ツ

御
当
所

罷
出
、
書
付
差
上
候
趣
左
之
通

ヘ

（
注
、
内
、
奈
良
役
所
へ
出
し
た
口
上
書
）

乍
恐
口
上
書

一
当
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
当
山
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
御
忌
法
事

付
、
御
当
所
奈
良
坂
町
并

ヨ
リ

ニ

興
福
寺
猿
沢
池
之
辺

建
札
相
立
申
度
段
、
去
未
十
月
廿
二
日
御
願
申
上
候
処
、
御
聞
届
被
成
下
難
有
奉

ヘ

存
候
、
然

処
、
右
法
事
も
無
滞
相
勤
申
候

付
、
右
弐

所

建
置
候
建
札
引
取
申
度
奉
存
候
、
尤
猿
沢

ル

ニ

ケ

ヘ

池

辺
之
義

興
福
寺
六
方
沙
汰
所

相
届
引
取
申
度
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
、
御
聞
届
被
成
下
候
ハ
ヽ
難

ノ

ハ

ヘ

有
奉
存
候
以
上

城
州
笠
置
寺
惣
代

文
化
九

年

四
月
十
五
日

福
寿
院

印

（
一
八
一
二
年
）

申

病
気
代西

福
寺

御
奉
行
所

- 28 -

右
之
通
書
付
差
上
候
処
、
右
之
段
相
聞
届
候
間
、
勝
手

引
取
候
様
被
仰
相
済
申
候
、
夫

興
福
寺
中
蔵

ニ

ヨ
リ

院

参

口
上
書
差
出
申
候
義
次
之
通

江

リ

（
注
、
内
、
興
福
寺
中
蔵
院
へ
出
し
た
口
上
書
）

書
付
を
以
奉
申
上
候
口
上

当
山
中
興
解
脱
上
人
御
忌
法
事
、
当
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
法
事
仕
度
候

付
、
右
為
知
札
御
当
地

ヨ
リ

ニ

猿
沢
池

辺

相
建
申
度
段
、
先
達

御
届
申
候
処
、
御
承
知
被
下
候
所
奉
存
候
、
然

所
右
法
事
も
無
滞

ノ

江

而

ル

相
勤
申
候
間
、
右
之
場
所

建
置
候
建
札
引
取
申
度
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
以
上
、

ヘ

城
州
笠
置
寺
惣
代

福
寿
院

印

申
四
月
十
五
日

代

西
福
寺

興
福
寺
六
方
御
沙
汰
中
蔵
院

御
役
人
中

右
之
通
之
書
付
差
出
候
処
、
是

御
念

入
、
御
勝
手

御
引
取
被
成
、
右
之
段
承
知
致
し
候
間
取
次
被
申

ハ

ニ

ニ

越

付
、
右
之
趣
翌
十
六
日
九

時

代
僧
西
福
寺
帰
山
仕
、
拙
寺

右
之
次
第
相
可
届
、
慥

承
置
候
、

ニ

ツ

ニ

ヘ

ニ

勿
論
右
弐

所
建
札
候
向
、
十
五
日
暮
方
迄

引
取
相
済
申
候

ケ

ニ

伊
州
表
之
義
、
直

可
参
之
所
、
拙
僧
病
気

付
、
当
廿
一
日
暮
方
伊
州

着
仕
候
、
翌
廿
二
日
早
朝
柚
原

ニ

ニ

ヘ

半
左
衛
門
様
御
屋
舗

上

書
付
差
上
候
趣
左
之
通

ヘ

リ
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（
福
寿
院
名
な
く
、
大
判
の
印
の
み
）

㊞

（
注
、
城
和
奉
行
所
へ
出
し
た
口
上
書
）

御
届
奉
申
上
候
口
上
書

一
当
申
三
月
廿
一
日

四
月
十
二
日
迄
三
七
日
之
間
、
当
山
中
興
解
脱
上
人
六
百
遠
忌
法
事

付
、
御
城

マ

マ

ヨ
リ

ニ

下
於
天
神
宮

右
為
知
札
相
立
申
度
段
、
先
達

御
願
申
上
候
処
御
聞
届
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
然

処
右

ヘ

而

ル

法
事
之
義
も
無
滞
満
日
相
勤
申
候

付
、
右
之
場
所

建
置
候
建
札
引
取
申
度
奉
存
候
、
何
卆
右
之
段
御

ニ

江

聞
届

被
成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
以
上

ケ

城
州
笠
置
寺

惣
代

福
寿
院

印

文
化
九

年
四
月

申

御
奉
行
所

右
之
通
書
付
差
上
候
処
、
御
取
次
被
仰
候

、
慥

承
り
届
候
、
相
済
候
間
勝
手

高
札
引
取
致
様
被
仰

ハ
ニ

ニ

ニ

申
候
間
、
直

札
引
取
、
廿
三
日
申
之
刻
帰
山
済
候

ニ

- 30 -

（
そ
の
九
）

文
化
九
年

四
月
廿
日

（
一
八
一
二
年
）

冒
頭
の
西
奉
行
所
と
は
京
都
に
あ
っ
た
東
西
両
奉
行
所
の
一
つ
。
西
奉
行
所
は
地
下
鉄
東
西
線
二

解
説

条
城
前
駅
徒
歩
三
分
、
東
奉
行
所
は

二
条
駅
か
ら
徒
歩
一
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
両
奉
行
所
は
隔
月

JR

交
代
に
て
任
に
つ
い
て
い
た
。

法
要
が
終
わ
っ
て
ホ
ッ
と
し
た
の
も
束
の
間
、
建
札
願
い
で
い
ろ
い
ろ
確
執
の
あ
っ
た
京
都
奉
行
所
に

法
要
終
了
の
挨
拶
と
建
札
引
取
が
行
は
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
役
所
の
叱
責
に
あ
う
と
い
う
問
題
が
生

じ
た
。
一
連
書
類
の
最
後
と
な
る
こ
の
資
料
は
惣
代
と
し
て
役
所
の
折
衝
窓
口
と
な
っ
た
福
寿
院
に
代
わ

り
多
聞
院
が
作
成
し
て
い
る
。
福
寿
院
は
「
煩
に
付
」
と
し
て
謹
慎
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

最
初
の
文
面
で
は
京
都
西
奉
行
所
が
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
か
、
二
通
目
は
文
面
を
変
更
し
て
具
体
的

に
そ
の
失
態
を
記
し
た
詫
び
状
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
福
寿
院
の
赦
免
を
願
っ
て
い
る
。

苦
労
し
て
修
正
の
文
書
を
西
奉
行
所
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
四
月
の
月
番
は
東
奉
行
所
だ
と
い
わ
れ
、

結
局
東
奉
行
所
に
二
通
、
西
奉
行
所
に
一
通
提
出
す
る
と
い
う
や
や
こ
し
い
対
応
と
な
っ
た
。
文
面
最
後

の
「
殊
外
六

敷
相
見
申
候
」
は
一
連
の
対
応
を
み
る
と
本
音
だ
ろ
う
。

ケ

原
文

（
注
、
京
都
奉
行
所
へ
の
文
書
）

乍
恐
御
断
書

京
西
御
奉
行
、
東
へ
も
弐
通

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
去
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
法
事
執
行
中
毘
沙
門
天
其
外

ニ

ヨ
リ
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霊
仏
霊
宝
為
拝

付
、
為
知

五
条
橋
西
詰
、
南
笠
置
村
、
伏
見
京
橋
詰
、
大
坂
日
本
橋
詰
、
南
都
猿
沢

ニ

セ

之
池
際

建
札
仕
度
御
願
申
上
、
御
聞
被
成
下
候
処
、
為
拝
閉
帳

付
、
建
札
引
取
之
儀
、
伏
見
大
坂
南

ヘ

ニ

都
表
夫
々
御
役
所

御
届
申
上
、
引
取
申
度
奉
存
侯

付
、
乍
恐
此
段
御
断
申
上
候
、
以
上

ヘ

ニ

文
化
九

年

四
月
廿
日

城
州
相
楽
郡
笠
置
山
一
山
惣
代
年
預

（
一
八
一
二
年
）

申

福
寿
院

御
奉
行
所

煩

付
代

多
聞
院

印

ニ

（
注
、
京
都
奉
行
所
へ
の
修
正
文
書
）

乍
恐
御
断
書

京
西
奉
行
両
通

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
去
三
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
法
事
執
行
中
毘
沙
門
天
其
外

ニ

ヨ
リ

霊
仏
霊
宝
等
、
為
拝
申
度
旨
奉
願
、
御
許
容
被
成
難
在
御
座
候
、
然
処
右
日
限
、
当
月
十
二
日

相
滿

ニ
而

閉
帳
仕
候
、
其
砌
早
速
御
断
可
申
上
処
、
一
山
惣
代
年
預
福
寿
院

不
快

末
不
相
勝
不
申
候
、
心
得
違

義

ニ

延
引
之
段
、
御
赦
免
奉
願
上
候
、
乍
延
引
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

城
州
相
楽
郡
笠
置
山
一
山
惣
代
年
預福

寿
院

煩

付
代

多
聞
院

ニ

文
化
九

年

四
月
廿
日

（
一
八
一
二
年
）

申

御
奉
行
所

- 32 -

（
注
、
大
阪
奉
行
所
へ
の
文
書
）

乍
恐
口
上

一
当
寺
中
興
解
脱
上
人
六
百
年
忌

付
、
先
月
廿
一
日

三
七
日
之
間
、
法
事
執
行
中
、
毘
沙
門
天
其
外

ニ

ヨ
リ

霊
仏
霊
宝
等
、
為
拝
申
候
趣
旨
奉
願
、
御
許
容
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
然
処
、
右
日
限
、
当
月
十
二
日
ニ

、

、

、

、

相
滿
閉
帳
仕
候

依
之
去
未
十
一
月
九
日
奉
願
上

御
当
地
日
本
橋
詰

差
出

置
候
建
札

引
取
申
度

ヘ

シ

此
段
奉
願
上
候
、
尤
早
速
御
伺
可
申
上
処
、
一
山
惣
代
年
預
福
寿
院
義
、
病
気

罷
在
、
右
御
断
延
引
之

ニ

段
、
御
赦
免
奉
願
上
候
、
以
上

城
州
相
楽
郡
笠
置
寺

福
寿
院

文
化
九

年

四
月
廿
二
日

病
気
代

多
聞
院

印

（
一
八
一
二
年
）

申

丑
年
懸
リ

御
奉
行
所

西

如
斯
罷
越
候
処
、
当
月
番
東

付
、
東
御
役
所

罷
出
候
御
様
被
仰
趣
、
東
寺
社
方

御
聞
済
御
座
候
事

ニ

ヘ

ニ
而

申
年
四
月
廿
四
日
、
京
都
御
奉
行
所

罷
出
、
申
候
願
書
左
之
通
リ

ヘ

□
月
番
西
御
役
所
方
内
部
屋

松
尾

談
合
、
願
書
三
通
、
二
通

東
役
所
ヘ
差
出
し
、
建
札
引
取
延
引

ニ
而

ヘ

ハ

付
、
御

テ
相
済
、
殊
外
六

敷
相
見
申
候
、

呵

ニ

ニ

ケ


